
 
赤ちゃんの駅事業の実施について 

資料３ 

 

１ 概要 

  乳幼児とその保護者が安心して外出できる環境の整備を図るため、外出先でおむ

つ交換や授乳ができる赤ちゃんの駅事業を開始しました。 

 

２ 内容 

（１）赤ちゃんの駅の登録施設の募集・周知 

  おむつ交換又は授乳ができる場所を赤ちゃんの駅として登録し、市ＨＰ等で広く

公表します。また、登録した赤ちゃんの駅に表示ステッカーを掲示します。 

  【登録基準】 

   次のいずれかを提供できる市内の施設 

   ・乳幼児のおむつ交換ができる場所 

   ・授乳ができる場所（他の人から見えないよう配慮された場所） 

 

    ※ステッカーイメージ（縮小版） 

       
 

（２）移動式赤ちゃんの駅の貸出し 

  市内でイベントを開催する者に、おむつ交換及び授乳ができる移動式の施設（簡

易テント、おむつ交換台、授乳用いす）を貸し出します。 

  【対象イベント】 

   次のいずれにも該当するイベント 

   ・市内で開催 

   ・乳幼児及びその保護者が参加できる 

 

        


